






































最低賃金名
団体等の名称

役職名及び氏名

ＪＦＥスチール倉敷労働組合

執行委員 近藤　拓也

ＪＦＥ条鋼労働組合　水島支部

書記長　板野　晃雅

労働者側意見要旨提出者名簿

鉄鋼業











最低賃金名
団体等の名称
役職名及び氏名

ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所

倉敷労働人事室長　遠藤　佑介

ＪＦＥ条鋼(株)水島製造所

総務部総務部長　阪本　佳明

使用者側意見要旨提出者名簿

鉄鋼業



労働者団体から「岡山県鉄鋼業（銑鉄鋳物製造業を除く）」最低賃金改訂についての申し出がなされておりますので、

これに対する貴団体(事業所)の意見及び当該産業の実態等をお聞かせください。

１．　団体あるいは事業所の名称等

〇 名称 〇 意見発表者　　　役職　　　氏名

ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所 役職 倉敷労働人事室長

氏名 遠藤　佑介

２．　賃金の動向

・ 弊社の労働組合とは複数年協定を締結しており、２年に一度、賃金改定の議論を行っております。2022年度は改訂年度であり、

労働組合からは2022年度2023年度それぞれ３千５百円の賃上げ要求があり、2022年度３千円、2023年度２千円の回答をしております。

・ 他方、弊社の基準賞与額は、前年度のセグメント利益（≒連結経常利益）に連動する方式で決定し、2021年度決算の結果、

2022年度の基準賞与は、コロナ禍の影響を大きく受けた2021年度基準賞与に対して、大幅な増額となりました。

・ しかしながら、2022年度の業績見通しを踏まえると、2023年度の基準賞与については大幅な減額が見込まれています。

３．　上記産業別最低賃金が適用される業種の経済情勢及び今後の見通し

（１）全国粗鋼生産量の動向

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う需要急減によって、2021年度の国内粗鋼生産量は、９,563万㌧（前年度比＋15.5％）と

5年ぶりに前年度比で増加しました。（20年度の生産量は約50年ぶりの低水準）

・ 2022年度の国内粗鋼生産量は、鉄鋼メーカーの実質生産能力が足元で年間１億トンを下割っていることもあり、

2021年度並みになることが予測されています。

（２）鋼材需要動向

①国内

・ 2022年度の実質GDP成長率はコロナ再拡大による影響や、ウクライナ情勢の長期化などによる物価高を背景に前年比＋2.0％程度

に留まる見通しが示されています。自動車分野については減産が長期化しておりますが、22年度後半に向けてはサプライチェーン

の活動水準も徐々に回復してくるものと想定しています。

・ 他方、国内の人口減少に伴う内需の低下、顧客企業の生産拠点の海外移転等に伴い鋼材需給は漸減していく見込みです。

②海外

・ IMFの見通し（2022年7月発表）によると、インフレ高進や中国の景気減速、ロシアによるウクライナ侵攻の影響など、下振れリスクの

顕在化を背景に、世界の実質GDP成長率は＋3.2％に留まると見込まれており、世界経済の減速が懸念されています。

・ 世界の鉄鋼需要は、ロシアによるウクライナ侵攻やエネルギー価格の高騰などを背景に、鋼材需要の伸びが鈍る見込みで

2022年は18.4億㌧（前年度比＋0.4％）になる見込みです。最大消費国である中国は21年比横ばいの9.5億㌧になる見込みです。

４．　その他の特記事項（雇用情勢等）

・ 日本の鉄鋼業は将来的な企業存続を掛けて、またカーボンニュートラルへ向けた莫大な費用を要する研究・投資が控えていることも

踏まえ、恒常的に収益を生み出せる企業体質へ生まれ変わるための構造改革に取り組んでいる最中です。生産設備を統廃合し、

労働生産性向上を推進する中では、余剰人員の雇用確保が最重要課題と認識しています。

５．　上記産業別最低賃金改定の必要性について

・ 改定には慎重な判断が必要と考えます。

・ 人材の確保や育成は、企業それぞれの経営状況等も踏まえ、独自性を持って取り組むべき重要課題であり、固定的なコスト増

に繋がる一律的な賃金改善は馴染みにくいと考えられます。

・ 加えて、他産業と比較し鉄鋼業における技能蓄積の必要性や身体的負担が相対的に高く、賃金上の優位性の確保には留意する

必要があるものの、他県鉄鋼業最低賃金の優位性の程度とも比較しながら、優位性の範囲の的確性については、引き続き検証

していく必要があります。

６．　５の必要性有の場合、改定に対する意見

「 岡山県　鉄鋼業（銑鉄鋳物製造業を除く）最低賃金についての意見要旨 」
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「岡山県 鉄鋼業（銑鉄鋳物製造業を除く）最低賃金についての意見要旨」 

 

 

労働者団体から「岡山県鉄鋼業（銑鉄鋳物製造業を除く）」最低賃金改訂についての申し出がなされて 

おりますので、これに対する貴団体（事業所）の意見及び当該産業の実態等をお聞かせ下さい。 

 

 

１．貴団体あるいは事業所の名称等 

 

    ○名称                         ○意見発表者 

ＪＦＥ条鋼株式会社 水島製造所         役職  水島製造所総務部 

総務部長 

氏名  阪本 佳明 

 

２．賃金の動向 

 

弊社では 2022年度、+1000円の賃金改善を行いました。 

 

３． 上記産業別最低賃金が適用される業種（鉄鋼業：電炉業）の経済情勢および今後の見通し 

 

建築向けの鋼材需要は、大型物件を中心に回復しているものの、条鋼、鉄筋用棒鋼の主要需要先である

中小型物件は依然として回復が鈍い。 また、合金・副原料、エネルギーコストの高騰で製造コストは大幅に上昇し

ております。これに対し販価改善を行っていますが、スプレッドを圧迫し非常に厳しい状況となっております。今後、

脱炭素社会実現という社会的要請に対し、高炉の鉄スクラップ購入はさらに加速し、加えて、さらなる原料・材料の

価格上昇や景気押し下げリスクが潜在しており、先の見えない混沌とした経営環境となっています。以上より、普通

鋼電炉は、需要面でも調達面でも非常に厳しい状態にあります。 

 

４． その他の特記事項（雇用情勢等） 

 

今春、高校新卒を 2名採用しました。 

今後も各製造拠点相互の最適化を推進し、全社的な事業の効率化を進めていくことが不可欠です。 

このような状況下で、人員面については従来同様に、技能継承や世代交代を円滑に行えるよう留意 

しつつ、必要最低限の採用に抑制していく方針です。 

 

５．上記産業別最低賃金改訂の必要性について 

 

鉄鋼業の中でも電気炉業界をめぐる経営環境は厳しい状況にあり、しかも継続が見込まれます。 

どのような環境変化の中でも対応できる経営体力を確保していくために、労務コストの慎重な管理が 

重要であると言う従来からの認識に変化はありません。 

従って、労務コストの増大に繋がる「最低賃金」の見直しは、慎重であるべきと判断致します。 



なお、製造現場を支える人材の確保・育成や、安全で健康な職場環境の維持に必要な対策は、今 

後も必要なコストをかけて実施してまいります。 

 

６．５の必要性有の場合、改訂に対する意見 

 

 

                                                             以 上 
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